
7.再交付 

 

〔 運転者証再交付 〕 

 

①運転者証再交付申請書  （第十号様式） 

 

添付書類：②てん末書 （運転者証を紛失又は盗難にあった場合のみ） 

 

提  出：③運転者証 （汚損の場合のみ） 

 

運転者証再交付手数料： １,８００円 

 

※ てん末書はコピーでも構いません。 

※ 再交付を受けた後、紛失した運転者証を発見したときは、発見した運転者

証を直ちに返納して下さい。 



 

　

 　  

　     

殿
     

　 　 　 　 － 　  年 月 日

  

  

代表者印

注

住 所

氏名又は名称

代 表 者 氏 名

(３) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 　

(２) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

(１) 申請書の名称中不要の文字は、消すこと。

申請書

登録番号  
山口県タクシー運転者登録センター

訂　正
再交付

運転者証

申請年月日

平成

第十号様式

　　□運転免許証の有効期限　　□氏名

再交付の事由

　　□紛失　□盗難　□汚損　□その他

訂正の内容

氏　　名

運転免許証の番号

フリガナ

 



て ん 末 書 
 
 
山口県タクシー運転者登録センター 殿 
 
 
年 月 日    平成   年   月   日                 
時  間    午前 午後  時頃 
場 所                     
状  況                                                                                                 

                                             
                                       

により、紛失しました。 
             盗難に遭いました。 
 
 
 今後は、このようなことのないように十分注意いたしますので、よろしく 
お取り計らいのほどお願いいたします。 
 なお、紛失 盗難の運転者証を発見した場合は、直ちに返納いたします。 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

住 所                   
 
運転者氏名               印     

 
 
（注）管理職が紛失した場合は、運転者氏名欄に管理職名を記入し押印する。 


